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財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 

 

当社は、本日、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、関東財務局に提出いたしました 2024

年３月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でな

い旨を記載いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．開示すべき重要な不備の内容 

当社では、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日。以下、「収益認 

識会計基準」）が適用された 2022 年３月期の期首より、長期契約を含むライセンス取引において単年度 

ごとに収益認識を行っていましたが、ライセンスの契約内容や運用実態から会計処理を再検討したと 

ころ、当該処理が誤りであり、契約時における一括収益認識が収益認識会計基準に照らして適切な会計 

処理であることが判明いたしました。 

  これにより、当社は過年度の決算を訂正し、2022年３月期から 2023年３月期までの有価証券報告書、 

及び 2022 年３月期第１四半期から 2024 年３月期第３四半期までの四半期報告書について訂正報告書 

を提出しました。 

これらは、採用する会計方針の決定に関する決算・財務報告プロセスの不備に起因すると考えており 

、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日において、当社の財務報告に係る内部統制は 

有効でないと判断しました。 

 

２．連結会計年度末日までに是正できなかった理由 

上記の開示すべき重要な不備が当連結会計年度末日までに是正されなかった理由は、これらの事実 

の認識が当連結会計年度末日後となったためです。 

 

３．開示すべき重要な不備の是正方針 

当社としては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、採用する会計方針・会計処理の 

妥当性について、他部門との情報収集体制を構築した上で定期的に確認することにより再発防止に努 

め、加えて経理部門の専門知識の向上を図ることで、決算・財務報告プロセスを強化し、財務報告の 

信頼性を確保していく方針です。 

 

 



４．財務諸表及び連結財務諸表に与える影響 

上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て 2024 年３月期の財務諸表及び連結財務 

諸表に反映しております。 

 

５．財務諸表及び連結財務諸表の監査報告における監査意見 

無限定適正意見であります。 

 

以 上 

 

 

 


